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パブリックコメント後に変更した箇所 

項目 変更後 変更前 

第３部 新型インフル

エンザ等対策の各対策

項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第２節 初動期 

（２）所要の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1.新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合

の措置 

①市は、国内外で新型インフルエンザ等の発生の疑いが

ある場合には、初動の体制を健康危機情報連絡体制とし

て、健康保険課を主に、国内外における発生動向等に関

する情報収集に努める。 

②市は、庁内各部局の主管部長等を構成員とする日置市

新型インフルエンザ等危機警戒本部を設置し、情報の集

約、共有及び分析を行い、市の初動対応について協議す

る。 

（削る） 

 

2-1.新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合

の措置 

①市は、国内外で新型インフルエンザ等の発生の疑いが

ある場合には、関係部局間で情報共有を行う。 

 

 

②市は、国内外における発生動向等に関する情報収集に

努める。 

 

 

③市は、庁内各部局の主管部長等を構成員とする日置市

健康危機管理警戒本部会議を開催し、情報の集約、共有

及び分析を行い、市の初動対応について協議する。 

 

2-3.迅速な対策の実施に必要な予算の確保 

 市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国から

の財政支援を有効に活用することを検討するとともに、

必要に応じて、対策に要する経費について地方債を発行

することを検討し、所要の準備を行う。 

 

【市実施体制】 

●日置市新型インフルエンザ等危機警戒本部 

部長：市民福祉部長、副部長：健康保険課長 

部員：総務企画部長、産業建設部長、教育委員会事務局

長、議会事務局長、消防長、各支所長、その他部長が必

要と認める者 

 

2-3.迅速な対策の実施に必要な予算の確保 

 市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国から

の財政支援を有効に活用することを検討するとともに、

必要に応じて、対策に要する経費について地方債を発行

することを検討し、所要の準備を行う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

項目 変更後 変更前 

 

第３部 新型インフル

エンザ等対策の各対策

項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第２節 初動期 

（２）所要の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日置市新型インフルエンザ等対策本部 

本部長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本部員：全部課長級 

総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員

会事務局長、議会事務局長、消防長、各支所長、総務課

長、財政管財課長、企画課長、地域共創課長、地域づく

り課長、商工観光課長、税務課長、会計課長、市民生活

課長、福祉課長、こども未来課長、健康保険課長、介護

保険課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、上

下水道課長、農業委員会事務局長、教育総務課長、学校

教育課長、社会教育課長、各支所課長、消防次長、消防

総務課長、警防課長、消防署長 

（組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

項目 変更後 変更前 

 

第３部 新型インフル

エンザ等対策の各対策

項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第２節 初動期 

（２）所要の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務対策部） 

 総務課、財政管財課、企画課、地域共創課、地域づく

り課、商工観光課、会計課 

（民生対策部） 

 市民生活課、福祉課、こども未来課、健康保険課、介

護保険課 

（産業建設対策部） 

 農林水産課、農地整備課、建設課、上下水道課 

（教育対策部） 

 教育総務課、学校教育課、社会教育課、各支所教育振

興課 

（応援対策部） 

 議会事務局、税務課、農業委員会、各支所地域振興課、

各支所産業建設課 

（消防対策部） 

 総務課、警防課、消防署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

項目 変更後 変更前 

 

第３部 新型インフル

エンザ等対策の各対策

項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第３節 対応期 

（２）所要の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-2.緊急事態宣言の手続 

 緊急事態宣言は、緊急事態措置を講じなければ、医療

提供体制の限界を超えてしまい、国民の生命及び健康を

保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態である

ことを示すものである。緊急事態宣言を行うまでの手続、

期間や区域の公示及び解除の手続等については、上記 3-

2-1 のまん延防止等重点措置の公示と同様であるが、異

なる点は以下のとおりとされている。 

①（略） 

②（略） 

③市対策本部の体制については、市の災害対策本部体制

に準じて取り扱うこととする。（P29～30「市実施体制」

参照。）新型インフルエンザ等に関する庶務については、

健康保険課が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-2.緊急事態宣言の手続 

 緊急事態宣言は、緊急事態措置を講じなければ、医療

提供体制の限界を超えてしまい、国民の生命及び健康を

保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態である

ことを示すものである。緊急事態宣言を行うまでの手続、

期間や区域の公示及び解除の手続等については、上記３ 

２ １のまん延防止等重点措置の公示と同様であるが、異

なる点は以下のとおりとされている。 

①（略） 

②（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

 

項目 変更後 変更前 

 

新型インフルエンザ等

対策事務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

新型インフルエンザ等対策事務分掌 

 

 関係課における事務分掌は、概ね以下のとおりとし、

各発生段階に応じ対応する。 

対策の中心となる課 

関係課 事務分掌 

総務課 １ 職員の健康管理に関すること。 

２  感染が疑われる職員等の出勤停止等の措置

に関すること。 

３ 市役所業務、事業等の継続及び見直しに関す

ること。 

４ 防災無線・ホームページ・ＳＮＳ等を利用し

ての関連情報の提供に関すること。 

財政管財課 １  新型インフルエンザ等に関する財政措置等

に関すること。 

２  市役所庁舎における感染及び感染拡大防止

に関すること。 

企画課 １ 報道機関との連絡調整に関すること。 

２  関連情報の発表に係わる総合調整に関する

こと。 

３ 関連情報の情報提供に関すること。 

市民生活課 １ 廃棄物等の収集･処理に関すること。 

２ 遺体の埋火葬、安置に関すること。 

福祉課 

介護保険課 

１ 要援護者に対する支援に関すること。 

２  福祉施設における感染及び感染拡大防止に

関すること。 

 



６ 

 

項目 変更後 変更前 

 

新型インフルエンザ等

対策事務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険課 １ 市本部等の設置及び運営に関すること 

２ 関連情報及び活動の情報収集、伝達、集約に

関すること。 

３ 各部間の総合調整及び統制に関すること。  

４  緊急事態発生の通報受理及び伝達に関する

こと。 

５  非常事態宣言及び市民の社会活動の自粛要

請に関すること。 

６ 計画の策定等に関すること。 

７  市民に対する情報提供及び啓発に関するこ

と。 

８  新型インフルエンザ等の予防と封じ込めに

関すること。 

９ 予防接種の接種体制や実施に関すること。  

10 医療体制への協力及び連絡調整に関するこ

と。 

11 物資・資材等の備蓄や供給 

12 市民からの相談等の対応に関すること。 

13 国、鹿児島県、他市等との連絡調整に関する

こと。 

介護保険課 １  介護サービス事業所との連絡調整に関する

こと。 

教育委員会 １  所管施設における感染及び感染拡大防止に

関すること。 

２ 児童・生徒及び保護者に対する啓発等に関す

ること。 

 



７ 

 

項目 変更後 変更前 

 

新型インフルエンザ等

対策事務分掌 

 

農林水産課 １ 食料品の確保等に関すること。 

土木建設課 １ 遺体の埋葬等に関すること。 

商工観光課 １ 事業者等との連絡調整に関すること。 

２ 食料品、生活必需品の安定供給の啓発 

 上記、事務分掌の他､次に掲げる事項については必要に応じて各

部暑が協力して実施するものとする。なお、各支所の係については、

本庁関係課の事務分掌を基本に事務を所掌するものとする。  

○ 対策本部等と連携した感染拡大防止対策の実施に関すること。  

○ 新型インフルエンザ等に関連する情報の収集･提供に関すること。  

○ 新型インフルエンザ等に関連する広報･相談に関すること。 

○  新型インフルエンザ等の影響を受けることが予想される所管事業

の調整に関すること。 

○ 所管施設の新型インフルエンザ等の関連した運用･管理に関する

こと。 

○ 対策本部その他関係機関との連絡調整に関すること。 

 

 

 


